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論点③：各医療スタッフ等の役割の拡大について（素案） 

（１）薬剤師  

○ 医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しており、チーム医療において、薬剤の専

門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが、医療安全の確保の観点から非

常に有益である。 

○ また、近年は後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤の幅広い知識が必要とされてい

るが、病棟において薬剤師が十分に活用されておらず、医師や看護師が注射剤の調製（ミ

キシング）、副作用のチェックその他薬剤の管理業務を担っている場面も少なくない。 

○ さらに、在宅医療を始めとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されておら

ず、看護師等が居宅患者の薬剤管理を担っている場面も少なくない。 

○ 一方で、日本医療薬学会が認定する「がん専門薬剤師」、日本病院薬剤師会が認定する

「専門薬剤師」「認定薬剤師」等、高度な知識・技能を有する薬剤師が増加している。 

○ こうした状況を踏まえ、現行制度の下、薬剤師が実施できるにもかかわらず、薬剤師

が十分に活用されていない業務を改めて明確化し、薬剤師の活用を促すべきである。 

【業務例】 

・ 医師・薬剤師等で事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、医師・看護師

と協働して薬剤の種類、投不量、投不方法、投不期間の変更や検査のオーダを実施 

・ 薬剤選択、投不量、投不方法、投不期間等について積極的な処方の提案 

・ 薬物療法を受けている患者（在宅患者を含む。）に対する薬学的管理（患者の副作

用の状況の把握、服薬指導等） 

・ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性

の確認を行うとともに、薬剤の変更等を医師に提案 

・ 薬物療法の経過等を確認した上で、前回処方と同一内容の処方を医師に提案 

・ 外来化学療法を受けている患者に対するインフォームドコンセントへの参画及び

薬学的管理 

・ 入院患者の持参薬の確認・管理（服薬計画の医師への提案等） 

・ 定期的に副作用の発現の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤 

・ 抗がん剤等の適切な無菌調製 

○ 今後は、平成 24 年度から新制度（薬学教育 6 年制）下で教育を受けた薬剤師が輩出

されることを念頭に、医療現場（医師・薬剤師・患者等）における薬剤師の評価を確立
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する必要がある。その上で、将来的には、医療現場におけるニーズも踏まえながら、例

えば 

・ 薬剤師の責任下における剤形の選択や薬剤の一包化等の実施 

・ 繰り返し使用可能な処方せん（いわゆるリフィル処方せん）の導入 

・ 薬物療法への主体的な参加（薬物の血中濃度測定のための採血、検査オーダ等の実

施） 

・ 一定の条件の下、処方せんに記載された指示内容を変更した調剤、投薬及び服薬指

導等の実施 

等、さらなる役割の拡大について、検討することが望まれる。 

（２）助産師  

○ 周産期医療の場面において、過重労働等による産科医丌足が指摘される一方で、助産

師は、正常分娩であれば自ら責任を持って助産を行うことができることから、産科医と

の連携・協力・役割分担を進めつつ、その専門性をさらに活用することが期待される。 

○ 一般的に正常分娩の範囲と考えられる場合であっても、分娩時に会陰に裂傷が生じる

ケースがあるが、この会陰裂傷の縫合については、従来、助産師による実施の可否が明

確にされておらず、現場においても判断が分かれてきた。会陰裂傷の縫合については、

安全かつ適切な助産を行う上で必要性の高い行為であることを考慮しつつ、安全性の確

保の観点から、助産師が対応可能な裂傷の程度や助産師と産科医の連携の在り方等につ

いて臨床現場での試行的な実施と検証を行い、その結果を踏まえて最終的な結論を得る

ことが適当である。 

（３）リハビリテーション関係職種  

○ リハビリテーション関係職種については、患者の高齢化が進む中、患者の運動機能を

維持し、ＱＯＬの向上等を推進する観点から、例えば、病棟における急性期の患者に対

するリハビリテーション（ベッドサイドリハ）や在宅医療における訪問リハビリテーシ

ョンの必要性が高まるなど、リハビリテーションの専門家として医療現場において果た

し得る役割がより大きくなっている。 

○ こうした状況を踏まえ、リハビリテーション関係職種がそれぞれの専門性を十分に活

かし、安全で質の高いリハビリテーションを提供できるよう、それぞれ業務範囲の拡大

等を行うべきである。また、業務範囲の拡大に当たっては、新たな業務を安全かつ円滑

に実施できるよう、追加的な教育・研修等の必要性について検討を行うべきである。 

【理学療法士】 
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○ 理学療法士については、呼吸機能が低下した患者に対し、呼吸リハビリテーションの

一環として「体位排痰法」（痰が溜まっているところが上になるように姿勢を変えて、重

力を利用して喉もとまで痰を移動させる方法）等を実施する際、口の近くまで集めた痰

を患者自身が自力で外に出すことができず、吸引が必要となるケースがある。 

○ この喀痰等の吸引については、従来、理学療法士法第 2 条に規定する「理学療法」の

範囲に含まれるかどうか明らかでないため、理学療法士は実施することができないと考

えられてきたが、理学療法の手法である「体位排痰法」等を安全かつ適切に実施する上

で当然に必要となる行為であることを考慮し、理学療法士が行い得る行為として認める

方向で解釈を明確化すべきである。 

【作業療法士】 

○ 作業療法士については、作業療法士法第 2 条の「作業療法」の定義中の「手芸、工作

その他の作業を行わせること」という文言にとらわれ、医療現場において手工芸を行わ

せる職種といった認識が広がっている。しかしながら、実際には、「その他の作業を行

わせること」として、例えば以下のようなリハビリテーションがある。 

・ 移動、食事、排泄、入浴、家事等の日常生活動作に関する ADL 訓練 

・ 発達障害や高次機能障害等に対するリハビリテーション 

○ これらのリハビリテーションにおける作業療法士の活用を推進し、作業療法士がチー

ム医療において十分に専門性を発揮できるよう、作業療法士法第 2 条の「その他の作業

を行わせること」の内容を解釈上明確化すべきである。 

○ また、作業療法士についても、食事訓練を実施する際、誤嚥に対応するために喀痰等

の吸引が必要となるケースがあるので、食事訓練を安全かつ適切に実施する上で当然に

必要となる行為であることを考慮し、作業療法士が行い得る行為として認める方向で解

釈を明確化すべきである。 

【言語聴覚士】 

○ 言語聴覚士については、嚥下訓練を実施する際、誤嚥に対応するために喀痰等の吸引

が必要となるケースがあるので、嚥下訓練を安全かつ適切に実施する上で当然に必要と

なる行為であることを考慮し、言語聴覚士が行い得る行為として認める方向で解釈を明

確化すべきである。 

（４）管理栄養士  

○ 管理栄養士については、患者の高齢化や生活習慣病の有病者の増加に伴い、患者の栄

養状態を改善・維持し、免疫力低下の防止や治療効果及びＱＯＬの向上等を推進する観
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点から、傷病者に対する栄養管理・栄養指導の専門家として医療現場において果たし得

る役割が大きくなっている。 

○ こうした状況を踏まえ、管理栄養士の専門性のさらなる活用の観点から、現行制度の

下において、 

・ 一般治療食（常食）については、医師の包括的な指導に基づく食事内容や形態の決

定・変更 

・ 特別治療食については、医師に対する食事内容や形態の提案（変更の提案を含む。） 

を行うことができる旨を明確化すべきである。 

 また、患者に対する栄養指導についても、クリティカルパスによる明示等、医師の包

括的な指導に基づき、適切な実施時期を判断しながら実施することができる旨を明確化

すべきである。 

（５）臨床工学技士  

○ 臨床工学技士については、近年、医療技術の進歩による医療機器の多様化・高度化に

伴い、その操作や管理等の業務に必要とされる知識・技術の専門性が高まる中、当該業

務の専門家として医療現場において果たし得る役割が大きくなっており、その専門性を

活かした業務が円滑に実施できるよう、業務範囲の見直しを行うべきである。また、業

務範囲の拡大に当たっては、新たな業務を安全かつ円滑に実施できるよう、追加的な教

育・研修等の必要性について検討を行うべきである。 

○ 臨床工学技士が、患者に人工呼吸器を装着させる際、気道の粘液分泌量が多くなるな

ど、適正な換気状態を維持するために気管挿管チューブ内の喀痰等の吸引が必要となる

ケースがある。この喀痰等の吸引については、昭和 63 年に厚生労働省が発出した「臨

床工学技士業務指針」において、「吸引の介助」の実施が可能である旨は明らかにされて

いるものの、「吸引」の実施の可否については明確にされておらず、臨床工学技士は実施

することはできないと考えられてきたが、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する

上で当然に必要となる行為であることを考慮し、臨床工学技士が行い得る行為として認

める方向で解釈を明確化すべきである。 

○ また、臨床工学技士が、人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う際、血液中のガス濃度

のモニターを行うため、既に動脈に留置されたカテーテルから採血を行う必要がある。

この留置カテーテルからの採血については、臨床工学技師制度の創設当初（昭和 63 年）

に厚生労働省が発出した「臨床工学技士業務指針」において、安全かつ適切な業務の実

施を確保する観点から、臨床工学技士は行ってはならない旨業務指針として示されてい

る。しかしながら、制度が十分に成熟し、臨床現場における臨床工学技士に対する評価

が定まってきた現在の状況にかんがみれば、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施す

る上で当然に必要となる行為であること、臨床工学技士の技術の高度化を考慮し、臨床
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工学技士が行い得る行為として明確化すべきである。 

○ なお、「臨床工学技士業務指針」については、臨床工学技士制度の施行当初は安全かつ

適切な業務実施を確保する観点から、厚生労働省が業務指針を示す必要性は高かったと

考えられるが、制度施行から 20 年以上が経過し、十分に制度が成熟した現状において

は、職能団体や関係学会の自主的な取組によって、医療技術の高度化等に対応しながら

適切な業務実施が確保されるべきである。こうした観点から、当該業務指針については、

廃止も含め、今後の取扱いを検討すべきである。 

（６）診療放射線技師  

○ 診療放射線技師については、医療技術の進歩により悪性腫瘍の放射線治療や画像検査

が一般的なものになるなど、放射線治療・検査・管理や画像検査に関する業務が増大す

る中、当該業務の専門家として医療現場において果たし得る役割が大きくなっている。 

○ こうした状況を踏まえ、診療放射線技師の専門性のさらなる活用の観点から、現行制

度の下、例えば、画像診断等における読影の補助や放射線検査等に関する説明・相談を

行うことが可能である旨を明確化し、診療放射線技師の活用を促すべきである。 

（７）臨床検査技師  

○ 臨床検査技師については、近年の医療技術の進歩や患者の高齢化に伴い、各種検査に

関係する業務量が増加しており、当該業務を広く実施することができる専門家として医

療現場において果たし得る役割が大きくなっている。 

○ こうした状況を踏まえ、臨床検査技師の専門性をさらに広い分野において発揮させる

ため、現在は臨床検査技師が実施することができない生理学的検査（臭覚検査、電気味

覚検査）について、専門家や関係学会等の意見を参考にしながら、追加的な教育・研修

等の必要性も含め、実施の可否を検討すべきである。 

（８）事務職員等（医療クラーク等）  

○ 書類作成等（診断書、意見書、紹介状の作成等）に関する業務量の増加により、医師・

看護師の負担が増加しており、一方で、患者側では書類作成までの時間が長期化してい

ることなどへの丌満が増大していることから、医療関係事務に関する処理能力の高い事

務職員（医療クラーク）を積極的に導入し、医師等の負担軽減を図るとともに、患者へ

のサービス向上を推進する必要がある。 

○ こうした観点から、例えば、医療クラークの量の確保（必要養成数の把握等）、医療ク
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ラークの質の確保（認定・検定制度の導入等）、医療機関における医療クラークの導入支

援（院内研修ガイドラインの作成）等、導入の推進に向けた取組を実施すべきである。 

○ また、医療クラークのみならず、看護補助者、医療ソーシャルワーカー（MSW）、診

療情報管理士、ポーターやメッセンジャー（検体やカルテ・レントゲンフィルム等の書

類・伝票等の運搬業務を担う職種）等の事務職員を効果的に活用することにより、医師

等の負担軽減、提供する医療の質の向上、医療安全の確保を図ることが可能となる。こ

うした観点から、各種事務職員の導入の推進に向けた取組（医療現場における活用状況

の把握、業務ガイドラインの作成、認定・検定制度の導入等）の実施を検討すべきであ

る。 

（９）介護職員  

○ 地域における医療・介護等の連携に基づくケアの提供（地域包括ケア）を実現し、看

護師の負担軽減を図るとともに、患者のサービス向上を推進する観点から、介護職員と

看護職員の役割分担と連携をより一層進めていく必要がある。 

○ こうした観点から、介護職員による一定の医行為（たんの吸引や経管栄養等）の実施

方策について、別途具体的に検討すべきである。 


